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平成２２年第２回鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会 会議録 

 

平成２２年１１月４日（木） 午後２時 開議 

 

○ 議事日程 

日程第１  諸般の報告 

日程第２  議席の指定 

日程第３  会議録署名議員の指名 

日程第４  会期の決定 

日程第５  議案第７号「専決処分の報告及び承認について（平成２１年度鳥取県後期

高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号））」から議

案第１４号「平成２２年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）」まで 

【提案理由説明・質疑・討論・採決】 

日程第６  議会閉会中の継続調査申し出 

 

○ 本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第６まで議事日程に同じ 

 

○ 出席議員（１９名） 

１ 番 中島 規夫 君  ２ 番 房安  光 君  ３ 番 谷口 秀夫 君 

４ 番 渡辺 照夫 君  ５ 番 安田  篤 君  ６ 番 福井 康夫 君 

７ 番 岡空 研二 君  ９ 番 藤原 源市 君  １０番 中澤 一博 君 

１１番 森山大四郎 君  １２番 牧田 武文 君  １３番 寺地 章行 君  

１４番 川本正一郎 君  １５番 池田 捷昭 君  １６番 橋井 満義 君 

１７番 野口 俊明 君  １９番 長谷川 盟 君  ２０番 福原  實 君  

２２番 越峠惠美子 君 

 

○ 欠席議員（３名） 

８ 番 船木 祥一 君  １８番 細田 元教 君  ２１番 佐々木 秀明 君   

 

○ 説明のため出席した者の職氏名 

広域連合長 竹内  功  副広域連合長 吉田 秀光  代表監査委員 上山 郁雄

事務局長  中尾 康師  業務課長 宮脇  収 

 

○ 職務のため出席した者の職氏名 

書記長 姫村 正仁  書記 三島 直子  書記 杉本 哲也 
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午後２時 開会 

 

開 会 

 

【中島規夫 議長】 

ただいまから、平成２２年第２回鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会しま

す。 

現在の出席議員は１９人です。定足数に達しております。 

ただちに本日の会議を開きます。 

日程に先立ちまして、報告事項がありますので、書記長に報告させます。 

 

【姫村正仁 書記長】 

報告いたします。 

船木祥一議員、細田元教議員、佐々木秀明議員から所用のため本日の会議を欠席する旨

の届出がありました。 

以上、報告を終わります。 

 

【中島規夫 議長】 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

日程第１ 諸般の報告 

 

【中島規夫 議長】 

日程第１、諸般の報告を行います。 

まず、議員の異動について報告します。 

任期満了により議員の交代がありました。 

新しく選出された議員は、琴浦町議会から川本正一郎議員、若桜町議会から藤原源市議

員、境港市議会から岡空研二議員、米子市議会から渡辺照夫議員、同じく米子市議会から

安田篤議員、岩美町議会から船木祥一議員です。 

次に議会運営委員の選任について報告します。 

任期満了に伴い、欠員となっていました議会運営委員会委員につきましては、鳥取県後

期高齢者医療広域連合議会委員会条例第４条ただし書きの規定に基づき、米子市議会選出

の渡辺照夫議員を指名しました。 

また、空席になっておりました議会運営委員長につきましては、１０月１４日に開催し

ました議会運営委員会において、米子市議会選出の渡辺照夫議員が選出されました。 

次に、監査委員からの報告のありました例月出納検査の結果報告書につきましては、お

手元に配付のとおりであります。 

以上、諸般の報告を終わります。 

 

日程第２ 議席の指定 

 

【中島規夫 議長】 

日程第２、議席の指定を議題とします。 

今回新しく選出された議員の議席は、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会会議規則第４
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条の規定に基づき、渡辺照夫議員を４番に、安田篤議員を５番に、岡空研二議員を７番に、

船木祥一議員を８番に、藤原源市議員を９番に、川本正一郎議員を１４番に指定します。 

 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

 

【中島規夫 議長】 

日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会中の会議録署名議員は、１１番 森山大四郎議員、１４番 川本正一郎議員を

指名します。 

日程第４ 会期の決定 

 

【中島規夫 議長】 

日程第４、会期の決定を議題とします。 

本定例会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日１日に決定しました。 

 

日程第５ 議案第７号から議案第１４号 

 

【中島規夫 議長】 

日程第５ 議案第７号「専決処分の報告及び承認について」から議案第１４号「平成２

２年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」まで、

以上８案を一括して議題とします。 

提出者の説明及び報告を求めます。 

竹内広域連合長。 

 

[竹内功 広域連合長 登壇] 

 

【竹内功 広域連合長】 

議案の説明に先立ち、皆様に一言ご挨拶を申し上げます。 

議員の皆様には、日ごろ、当広域連合の運営につきまして、格別のご理解とご協力をい

ただき、厚くお礼申し上げます。 

今年でこの制度は施行から３年目を迎えたわけでございますが、現政権におきましては、

現行の後期高齢者医療制度については、平成２４年度末をもって廃止し、平成２５年度か

らは新制度へ移行したいとし、厚生労働大臣が主宰する関係団体の代表、高齢者の代表、

学識経験者からなる「高齢者医療制度改革会議」において検討を進め、本年８月、新たな

高齢者医療制度の創設に向け中間報告をとりまとめました。 

しかし、増え続ける高齢者の医療費は、誰がどう負担するのかという財政問題や、制度

の運営主体など肝心の論点については、引き続き検討することになっています。 
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当広域連合におきましては、平成２４年度末までとされております現行制度の運営に当

たり、国の状況変化等に適時・適切に対応できるよう、常に最新の情報収集に努めること

はもとより、高齢者をはじめ、県民の皆様のご意見をお聞きするなどし、いかなる状況下

にあっても、高齢者の皆様が医療に関する不安を抱くことなく、住まう地域において、安

心で安定した医療の提供を受けられるよう、県内各市町村と連携を一層密にし、一丸とな

って制度の円滑な運営のため、最大限の努力をして参る所存でありますので、議員各位の

より一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

本日、この議会に提案いたします議案等につきまして、ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

まず、議案第７号「専決処分の報告及び承認について」は、「平成２１年度 鳥取県後期

高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）」です。 

この補正予算（第５号）は、平成２２年３月に高齢者医療制度臨時特例交付金の変更交

付決定通知があり、平成２２年度における、臨時特例交付金が予定よりも多く交付される

こととなり、これを後期高齢者医療制度臨時特例基金に積立てることとしたものです。 

また、歳出第２款「保険給付費」の高額療養費について、市町村が特別医療制度におい

て負担していた額を精算するため費用を増額し、不用額が生じる見込みの療養給付費と高

額介護合算療養費を、それぞれ減額することとしたものでございます。 

次に、議案第８号「専決処分の報告及び承認について」は、「鳥取県後期高齢者医療広域

連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」でございます。 

「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が平成２１年１１月３０日

に公布され、同法の中で、地方公務員法の一部改正がなされ、平成２２年４月１日から施

行されることになりました。 

この地方公務員法の一部改正を踏まえ、月６０時間を越える時間外勤務を行った職員に

対し、時間外勤務手当の支給割合の引き上げ分に代えて、時間外勤務代休時間を指定でき

ることなど、所要の改正を専決処分したものです。 

 次の議案第９号「専決処分の報告及び承認について」も、「鳥取県後期高齢者医療広域連

合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」でございます。 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改

正する法律」が平成２１年７月１日に公布され、平成２２年６月３０日から施行されるこ

とに伴い、仕事と子育ての両立支援のため、職員の配偶者の就業状況等にかかわりなく、

育児のための早出遅出勤務の請求や３歳に満たない子どものある職員の時間外勤務を免除

できることなど、所要の改正を専決処分したものです。 

次に、議案第１０号「専決処分の報告及び承認について」は、「平成２２年度 鳥取県後

期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」です。 

平成２１年度の療養給付費等が確定し、平成２１年度に社会保険診療報酬支払基金より

交付を受けた、「後期高齢者交付金」が、療養の給付に要した費用より多かったため、支払

基金に ３億５，７８０万９千円を返納することとしたものです。 

請求から返納期限までが短期間であったため、専決処分を行い、支払基金に返納したも

のです。 

議案第１１号及び第１２号につきましては、地方自治法第２９２条の規定により準用す

る同法第２３３条第３項の規定に基づき、平成２１年度の歳入歳出の決算について、監査

委員の意見を付して、本議会の認定を求めるものです。 

この決算については、去る９月２９日に監査委員の審査を受けています。 

まず、議案第１１号「平成２１年度 鳥取県後期高齢者医療広域連合 一般会計歳入歳出
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決算の認定」について、その概要を説明いたします。 

平成２１年度 一般会計歳入歳出決算は、歳入歳出予算現額 ４，７４１万２千円に対し

て、収入済額 ４，７４１万６，８３６円、支出済額 ４，４４６万８，７９４円で、歳入

歳出差引残額は、２９４万８，０４２円です。 

歳入の主なものは、構成市町村の事務費負担金と前年度繰越金です。 

歳出の主なものは、議会費が議会議員の報酬及び費用弁償、総務費が派遣元職員の給与

等負担金と事務室使用料などです 

次に、議案第１２号「平成２１年度 鳥取県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特

別会計 歳入歳出決算の認定」について、その概要を説明いたします。 

平成２１年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、歳入歳出予算現額６９５億４，

８０４万７千円に対して、収入済額７０２億３，０２０万１４１円、支出済額６７６億４，

９９４万３，４２２円で、歳入歳出差引残額は、２５億８，０２５万６，７１９円です。 

歳入の主なものは、構成する各市町村からの市町村負担金のほか、平成２１年度低所得

者等保険料軽減への国庫補助金及び基金繰入金、国、県、支払基金からの交付金等を受け

入れております。 

次に歳出につきましては、総務費が派遣元職員給与等負担金、電算関係の委託料及び電

算機器賃借料などです。 

保険給付費では、療養給付費、訪問看護療養費、移送費及び審査支払手数料の療養諸費、

高額療養費及び高額介護合算療養費の高額療養諸費、その他医療給付費として葬祭費を支

払いました。 

また、財政を安定させるための県財政安定化基金拠出金や特別高額医療費共同事業拠出

金を拠出しております。 

保健事業費では、市町村に委託しております健康診査等業務委託料などです。 

基金積立金では、低所得者等の保険料軽減のため国から受け入れた交付金を後期高齢者

医療制度臨時特例基金に、また、平成２０年度の剰余金を医療給付費準備基金として積立

てております。 

諸支出金では、平成２０年度の事業確定に伴う国県及び市町村等への償還金などです。 

次に、議案第１３号「平成２２年度 鳥取県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

1号）」についてです。 

これは、歳入歳出それぞれ、１５０万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ、４，

６９２万３千円とするものです。 

歳入について、第１１款「分担金及び負担金」は、前年度繰越金と歳出の総務費の減額

を本年度の広域連合共通経費市町村分賦金で調整し、市町村負担金４４４万７千円の減額

を行なうものです。 

第１８款「繰越金」については、前年度からの繰越金２９４万７千円の増額です。 

歳出について、第２款「総務費」は、平成２２年度の派遣職員の確定により、市町村等

からの派遣職員の給与等負担金を、１５０万円減額するものです。 

次に、議案第１４号「平成２２年度 鳥取県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）」です。 

これは、歳入歳出それぞれ、２１億８，２６６万６千円を増額し、歳入歳出の総額を７

２４億２，８０１万３千円とするものです。 

歳入につきまして、第１款「市町村支出金」は、市町村共通経費事務費負担金３，５１

９万円の減額を行なうものです。また、２１年度療養給付費の精算による療養給付費負担

金１４２万２千円の増額で、併せて３，３７６万８千円の減額を行うものです。 
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第２款「国庫支出金」は、２１年度高額医療費の額の確定により高額医療費国庫負担金

２８万１千円の増額を行うものです。 

第３款の「県支出金」も、２１年度高額医療費の額の確定によるもので、高額医療費県

負担金２８万１千円の増額を行うものです。 

第９款「繰越金」は、前年度繰越金で、２２億１，５８７万２千円の増額です。  

歳出について、第１款「総務費」は、平成２２年度の派遣職員の確定により派遣職員給

与等負担金を３５０万円減額するものです。 

第７款「基金積立金」は、前年度の保険料等の剰余金を医療給付費準備基金に積立てる

もので、８億１，６１６万５千円増額するものです。 

第９款「諸支出金」は、償還金１３億７，０００万１千円を増額するものです。 

平成２０年度分の保険料の減額により、納めすぎになった保険料を還付するため、保険

料還付金を４９万４千円増額し、また、前年度の療養給付費等が確定し、国、県、市町村

へ、精算によって、１３億６，９５０万７千円返納するものです。 

以上、提案いたしました諸議案について説明しました。ご審議のほど、よろしくお願い

申し上げます。 

 

[竹内功 広域連合長 降壇] 

 

【中島規夫 議長】 

 以上で提案説明及び報告を終わります。この際、平成２１年度鳥取県後期高齢者医療広

域連合一般会計歳入歳出決算及び平成２１年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算について、代表監査委員の決算審査意見を求めます。上山代表

監査委員。 

 

[上山代表監査委員 登壇] 

 

【上山郁雄 代表監査委員】 

 それでは、平成２１年度の決算審査意見書についてご報告を申し上げます。 

意見書の表紙をはぐっていただいきました１ページから申し上げます。 

第１が、平成２２年９月２９日に審査を実施いたしました、私、上山と福井監査委員連

名で連合長あてに１０月１２日に平成２１年度の決算審査意見書を提出したものでありま

す。内容を申し上げます。 

１ページですが、第１が審査の概要でありますが、第１項は審査の対象で、一般会計歳

入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算書でございます。これに付属した決算事項別明細書、

これの実質収支に関する調書及び財産に関する調書でございます。 

第２項は、審査の期間です。平成２２年９月２９日の１日であります。 

はぐっていただきまして、２ページの第３項は、審査の手続きでありますが、一般的な

監査手続きに従って実施しております。 

次に第２の審査結果でございます。審査に付された一般会計歳入歳出決算書、後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関す

る調書は、関係法令に準拠して作成されており、その計数は、関係諸帳簿その他の証憑類

と照合した結果、誤りのないものと認められた。 

また予算の執行及び関連する事務の処理は、概ね適正に行われているものと認められた。 

第３、審査の内容概略でございますが、要点だけ申し上げます。 
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第１項決算の総括でございます。１号が決算規模ですが、一般会計は歳入４，７４１万

７千円、歳出４，４４６万９千円で、前年度に比べ、歳入８１４万円、歳出９３４万１千

円とそれぞれ減少しております。 

しかし、差引残高では、前年度より１２０万１千円増加しております。 

特別会計では、歳入７０２億３，０２０万円、歳出６７６億４，９９４万３千円で、前

年度に比べ、歳入では１０２億８，９８４万９千円、歳出では１０２億７，５２２万５千

円と大幅に増加しています。これは、後期高齢者医療制度が平成２１年度に開始されたた

め、平成２０年度の保険給付費は９カ月分の給付となり、平成２１年度は１２カ月分の給

付のためであります。 

３ページの２号の決算収支、３号の予算の執行状況については省略いたします。 

４ページの４号の債務負担行為ですが、一般会計では２１年度末現在の債務負担残高５

４万円となっております。 

特別会計では、２１年度の債務負担行為総額が３億９，６８７万２千円を設定されてい

ますが、前年度の支出済み額が６，２３２万７千円と当年度の支出済み額２億５，４２６

万９千円を差引きました２１年度の債務負担残高は、８，０２７万８千円です。 

第２項が、歳入歳出の状況ですが、一般会計、特別会計の歳入歳出については連合長の

説明のとおりでありますので、省略します。 

２枚はぐっていただきまして８ページの第３項の財産の状況は報告のとおりでございま

す。内容は適正でありました。 

以上が、一般会計、特別会計の審査でございます。 

次に決算審査と同じく基金の運用状況を審査しております。 

９ページが平成２１年度基金の運用状況審査意見書でございます。１０月１２日付け連

合長あての提出文書であります。 

第１、審査の概要としては、審査の対象は２１年度鳥取県後期高齢者医療広域連合基金

の運用状況であります。審査は、９月２９日に実施いたしました。 

そして審査手続きは一般的に行われている手続きを用いました。 

はぐっていただきまして１０ページの審査結果でございます。審査に付された平成２１年

度の基金の運用状況を示す書類の計数は、関係帳簿等と照合した結果、誤りのないものと

認められ、また基金の運用状況は妥当であると認められた。 

なお、年度末の基金運用の普通預金残高が５億５，７５１万９千円、全額預金の残高の

２５パーセント相当です。定期預金残高につきましては、１６億７，５８１万３千円と全

体の７５パーセントの構成でございますが、こういうことで安全性・収益性の資金の運用

に努められております。 

以上で決算関連の審査報告について報告といたします。 

 

[上山代表監査委員 降壇] 

 

【中島規夫 議長】 

しばらく休憩します。（午後２時３０分 休憩） 

 

再 開 

 

【中島規夫 議長】 

ただいまから会議を再開します。（午後３時３５分 再開） 
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【中島規夫 議長】 

議案第７号「専決処分の報告及び承認について」から議案第１４号「平成２２年度鳥取

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」まで、以上８案を

一括して議題とします。 

 

【中島規夫 議長】 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

８案については、委員会付託を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。 

したがって、そのように決定されました。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

討論なしと認めます。 

これより議案第７号「専決処分の報告及び承認について」から議案第１４号「平成２２

年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」まで、以

上８案を一括して採決します。 

お諮りします。 

８案について、承認、認定及び原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。 

したがって、８案は承認、認定及び原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 議会閉会中の継続調査申し出 

 

【中島規夫 議長】 

日程第６、議会閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。 
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お手元に配付のとおり、議会運営委員長から議会閉会中の継続調査申し出がありました。 

お諮りします。 

議会運営委員長の申し出のとおり、議会閉会中の継続調査とすることにご異議ありませ

んか。 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。したがってそのように決定されました。 

 

閉 会 

 

【中島規夫 議長】 

以上で本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了しました。 

これで、平成２２年第２回鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会します。（午

後３時３８分 閉会） 
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